
 瀬戸市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

  平成２３年６月３０日 

瀬戸市長 増 岡 錦 也  

瀬戸市規則第２０号 

   瀬戸市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 瀬戸市国民健康保険条例施行規則（昭和３６年瀬戸市規則第４号）の一

部を次のように改正する。 



 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（保険料の減免） （保険料の減免） 

第１２条の２ 市長は、条例第２１条の規定により、保険料の納付義務者が

次の表の左欄に掲げる者に該当する場合において、必要があると認めると

きは、その者に対し、その者に賦課する保険料の額からそれぞれ同表の右

欄に掲げる額（１００円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てる。）を減免することができる。 

第１２条の２ 市長は、条例第２１条の規定により、保険料の納付義務者が

次の表の左欄に掲げる者に該当する場合において、必要があると認めると

きは、その者に対し、その者に賦課する保険料の額からそれぞれ同表の右

欄に掲げる額（１００円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てる。）を減免することができる。 
 

番

号 
減免対象者 減免額 

⑴ 世帯主等（条例

第１６条の２の規

定による特例が適

用されている世帯

主等を除く。）の

廃業、失業等によ

り当該年中におけ

る総所得金額等の

見込額が前年中に

おける総所得金額 

前年中におけ

る総所得金額等

が１００万円以

下のもの 

当該事由が発生した

ことにより保険料の減

免を受けようとする申

請があった日（以下「減

免申請日」という。）

以後に到来する納期限

に係る所得割額の全部 
 

＜省略＞ ＜省略＞ 

 

番

号 
減免対象者 減免額 

⑴ 世帯主又はその

世帯に属する被保

険者（条例第１６

条の２の規定によ

る特例が適用され

ている世帯主又は

被保険者を除く。）

の廃業、失業等に

より当該年中にお

ける総所得金額等 

前年中におけ

る総所得金額等

が１００万円以

下のもの 

当該事由が発生した

ことにより保険料の減

免を受けようとする申

請があった日（以下「減

免申請日」という。）

以後に到来する納期限

に係る所得割額の全額

に相当する額 

＜省略＞ ＜省略＞ 



 等の２分の１以下

に減少すると認め

られる世帯の納付

義務者 
 

 

  

⑵ 世帯主等が負傷

又は疾病により継

続して６月以上療

養している者（６

月以上療養が必要

と認められる者を

含む。）で、当該

年中における総所

得金額等の見込額

が前年中における

総所得金額等の２

分の１以下に減少

すると認められる

世帯の納付義務者 
 

前年中におけ

る総所得金額等

が１００万円以

下のもの 

減免申請日以後に到

来する納期限に係る所

得割額の全部 
 

前年中におけ

る総所得金額等

が１００万円を

超え２００万円

以下のもの 

減免申請日以後に到

来する納期限に係る所

得割額の２分の１に相

当する額 

前年中におけ

る総所得金額等

が２００万円を

超え３００万円

以下のもの 

減免申請日以後に到

来する納期限に係る所

得割額の１０分の３に

相当する額 

 の見込額が前年中

における総所得金

額等の２分の１以

下に減少すると認

められる世帯の納

付義務者 

  

⑵ 世帯主又はその

世帯に属する被保

険者（以下「世帯

主等」という。）

が負傷又は疾病に

より継続して６月

以上療養している

者（６月以上療養

が必要と認められ

る者を含む。）で、

当該年中における

総所得金額等の見

込額が前年中にお

ける総所得金額等

の２分の１以下に 

前年中におけ

る総所得金額等

が１００万円以

下のもの 

減免申請日以後に到

来する納期限に係る所

得割額及び資産割額の

全額に相当する額 

前年中におけ

る総所得金額等

が１００万円を

超え２００万円

以下のもの 

減免申請日以後に到

来する納期限に係る所

得割額及び資産割額の

それぞれ２分の１に相

当する額 

前年中におけ

る総所得金額等

が２００万円を

超え３００万円

以下のもの 

減免申請日以後に到

来する納期限に係る所

得割額及び資産割額の

それぞれ１０分の３に

相当する額 



  
 
 

  

⑶  その世帯に属する被保険者が国民
健康保険法第５９条の規定により給

付制限を受けている世帯の納付義務

者 

 給付制限を受けてい

る被保険者に係る当該

事由が発生した日の属

する月から消滅した日

の属する月の前月まで

の期間における月割に

よって算出した保険料

の額の全部 

⑷ 震災、風水害、

火災等（以下「災

害」という。）に

より世帯主等が所

有し、かつ、居住

している住宅又は

家財について生じ

た損害金額（保険

金、損害賠償金等

により補てんさ 

前年中におけ

る総所得金額等

が３００万円以

下のもの 

被害を受けた日の属

する月から１２月以内

の期間における月割に

よって算出した所得割

額の２分の１に相当す

る額並びに被保険者均

等割額及び世帯別平等

割額のそれぞれ４分の

１に相当する額 
 

 減少すると認めら

れる世帯の納付義

務者 

  

⑶ その世帯に属する被保険者が国民

健康保険法第５９条の規定により給

付制限を受けている世帯の納付義務

者 

 給付制限を受けてい

る被保険者に係る当該

該当する期間の保険料

の額の全部に相当する

額 
 
 
 

⑷ 震災、風水害、

火災等（以下「災

害」という。）に

より世帯主等が所

有し、かつ、居住

している住宅又は

家財について生じ

た損害金額（保険

金、損害賠償金等

により補てんさ 

前年中におけ

る総所得金額等

が３００万円以

下のもの 

被害を受けた日の属

する月から１２月以内

の期間における月割に

よって算出した所得割

額及び資産割額のそれ

ぞれ２分の１に相当す

る額並びに被保険者均

等割額及び世帯別平等

割額のそれぞれ４分の

１に相当する額 



 れ、又は補てんさ

れるべき金額を除

く。以下同じ。）

がその住宅又は家

財の価格の１０分

の３以上１０分の

５未満である世帯

の納付義務者 

前年中におけ

る総所得金額等

が３００万円を

超え４５０万円

以下のもの 

被害を受けた日の属

する月から１２月以内

の期間における月割に

よって算出した所得割

額の４分の１に相当す

る額 
 

 前年中におけ

る総所得金額等

が４５０万円を

超え６００万円

以下のもの 

被害を受けた日の属

する月から１２月以内

の期間における月割に

よって算出した所得割

額の８分の１に相当す

る額 
 

 災害により世帯

主等が所有し、か

つ、居住している

住宅又は家財につ

いて生じた損害金

額がその住宅又は

家財の価格の１０ 

前年中におけ

る総所得金額等

が３００万円以

下のもの 

被害を受けた日の属

する月から１２月以内

の期間における月割に

よって算出した所得割

額の全部並びに被保険

者均等割額及び世帯別

平等割額のそれぞれ２ 

 れ、又は補てんさ

れるべき金額を除

く。以下同じ。）

がその住宅又は家

財の価格の１０分

の３以上１０分の

５未満である世帯

の納付義務者 

前年中におけ

る総所得金額等

が３００万円を

超え４５０万円

以下のもの 

被害を受けた日の属

する月から１２月以内

の期間における月割に

よって算出した所得割

額及び資産割額のそれ

ぞれ４分の１に相当す

る額 

 前年中におけ

る総所得金額等

が４５０万円を

超え６００万円

以下のもの 

被害を受けた日の属

する月から１２月以内

の期間における月割に

よって算出した所得割

額及び資産割額のそれ

ぞれ８分の１に相当す

る額 

 災害により世帯

主等が所有し、か

つ、居住している

住宅又は家財につ

いて生じた損害金

額がその住宅又は

家財の価格の１０

前年中におけ

る総所得金額等

が３００万円以

下のもの 

被害を受けた日の属

する月から１２月以内

の期間における月割に

よって算出した所得割

額及び資産割額の全額

に相当する額並びに被

保険者均等割額及び世 



 分の５以上である

世帯の納付義務者 
 分の１に相当する額 

 
 

  前年中におけ

る総所得金額等

が３００万円を

超え４５０万円

以下のもの 

被害を受けた日の属

する月から１２月以内

の期間における月割に

よって算出した所得割

額の２分の１に相当す

る額 
 

 前年中におけ

る総所得金額等

が４５０万円を

超え６００万円

以下のもの 

被害を受けた日の属

する月から１２月以内

の期間における月割に

よって算出した所得割

額の４分の１に相当す

る額 
 

⑸ 条例第２１条第１項第２号ア及び

イのいずれにも該当する者（以下「旧

被扶養者」という。）の属する世帯の 

旧被扶養者に係る所

得割額の全部及び旧被

扶養者の被保険者均等 

 分の５以上である

世帯の納付義務者 
 帯別平等割額のそれぞ

れ２分の１に相当する

額 

  前年中におけ

る総所得金額等

が３００万円を

超え４５０万円

以下のもの 

被害を受けた日の属

する月から１２月以内

の期間における月割に

よって算出した所得割

額及び資産割額のそれ

ぞれ２分の１に相当す

る額 

 前年中におけ

る総所得金額等

が４５０万円を

超え６００万円

以下のもの 

被害を受けた日の属

する月から１２月以内

の期間における月割に

よって算出した所得割

額及び資産割額のそれ

ぞれ４分の１に相当す

る額 

⑸ 条例第２１条第１項第２号に規定

する者（以下「特定旧被扶養者」とい

う。）の属する世帯（条例第１６条第 

特定旧被扶養者に係

る所得割額及び資産割

の全部並びに特定旧被 



 納付義務者（条例第１６条第１項第１

号及び第２号に該当する場合を除

く。） 

割額の２分の１に相当

する額（条例第１６条

第１項第３号に該当す

る場合は、同号による

減額前の被保険者均等

割額の１０分の３に相

当する額） 

 旧被扶養者のみで構成される世帯

の納付義務者（条例第１６条第１項第

１号及び第２号に該当する場合を除

く。） 

上記金額及び旧被扶

養者の世帯別平等割額

の２分の１に相当する

額（条例第１６条第１

項第３号に該当する場

合は、同号による減額

前の世帯別平等割額の

１０分の３に相当する

額） 

⑹ ＜省略＞ ＜省略＞ 

備考 
１及び２ ＜省略＞ 

 

 １項第１号及び第２号に該当する場

合を除く。）の納付義務者 
扶養者の被保険者均等

割の２分の１に相当す

る額（条例第１６条第

１項第３号に該当する

場合は、軽減前被保険

者均等割の１０分の３

に相当する額） 

 特定旧被扶養者のみで構成される

世帯（条例第１６条第１項第１号及び

第２号に該当する場合を除く。）の納

付義務者 

上記金額及び特定被

扶養者の世帯別平等割

額の２分の１に相当す

る額（条例第１６条第

１項第３号に該当する

場合は、軽減前世帯別

平等割の１０分の３に

相当する額） 
 

⑹ ＜省略＞ ＜省略＞ 

備考 
１及び２ ＜省略＞ 

 

２から５まで ＜省略＞ ２から５まで ＜省略＞ 
  



   附 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、公布の日から施行する。 
 （経過措置） 
２ 改正後の瀬戸市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成２３年度分の保険料から適用し、平成２２年度分までの保険料について

は、なお従前の例による。 


